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１ 開会  区長挨拶 

   

 

 

２ 会議事項 

（１）議題 「北区教育大綱」の改定について 

 

   資料１ 大綱改定にあたって 

    資料１別紙① 「北区教育大綱」（平成 27 年 7 月策定） 

    資料１別紙② 「北区教育ビジョン 2020」策定に関する保護者アンケート調査の結果について 

    資料１別紙③ 北区子ども・子育て支援に関するニーズ調査の結果について 

 

   資料２ 他区の大綱策定状況について 

資料２別紙① （参考）千代田区共育大綱 

資料２別紙② （参考）練馬区教育・子育て大綱 

資料２別紙③ （参考）足立区教育大綱 

 

   資料３ 大綱の位置付け（案） 

 

   資料４ 大綱の考え方（案） 
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大綱改定にあたって 

 

１．根拠 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」（平成 27 年 4 月施行） 

1）地方公共団体の長は、教育基本法第 17 条第 1 項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実

情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものと

することとしたこと。（法第 1 条の 3 第 1 項） 

2）地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総合教育会議

において協議するものとすることとしたこと。（法第 1 条の 3 第 2 項） 

3）地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らないこととしたこと。（法第 1 条の 3 第 3 項） 

 

 

２．大綱の定義 

1）大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策

の根本となる方針を定めるものであり、詳細な施策について策定することを求めているものではない。 

2）大綱は、教育基本法に基づき策定される国の教育振興基本計画における基本的な方針（主に第１部及

び第２部のうち成果目標の部分）を参酌して定めることとされている。 

３）大綱が対象とする期間については、法律では定められていないが、地方公共団体の長の任期が 4 年

であることや、国の教育振興基本計画の対象期間が 5 年であることに鑑み、4 年～5 年程度を想定。 

 

 

３．大綱の記載事項 

1）大綱の主たる記載事項は、各地方公共団体の判断に委ねられているものであるが、主として、学校の

耐震化、学校の統廃合、少人数教育の推進、総合的な放課後対策、幼稚園・保育所・認定こども園を通

じた幼児教育・保育の充実等、予算や条例等の地方公共団体の長の有する権限に係る事項についての目

標や根本となる方針が考えられること。 

2）大綱は、教育行政における地域住民の意向をより一層反映させる等の観点から、地方公共団体の長が

策定するものとしているが、教育行政に混乱を生じることがないようにするため、総合教育会議におい

て、地方公共団体の長と教育委員会が、十分に協議・調整を尽くすことが肝要であること。 

3）地方公共団体において、教育基本法第 17 条第 2 項に規定する教育振興基本計画その他の計画を定

めている場合には、その中の目標や施策の根本となる方針の部分が大綱に該当すると位置付けることが

できると考えられることから、地方公共団体の長が、総合教育会議において教育委員会と協議・調整し、

当該計画をもって大綱に代えることと判断した場合には、別途、大綱を策定する必要はないこと。 

 

 

４．北区における大綱策定について 

○現在の「北区教育大綱」は平成２７年７月に施行。内容は先に策定された「北区教育ビジョン 2015」 

 を踏まえた内容となっている。 

○北区では平成２８年度から教育委員会は教育振興部と子ども未来部の２部制となり、乳幼児期から青 

 年期まで成長の過程に応じた施策の総合的かつ切れ目のない実施を図っている。 

○上記のことから、大綱には教育委員会“全体”としての目標・施策の根幹となる方針を定めるべきと 

 し、新たに「北区教育・子ども大綱」として策定する。（平成２９年度総合教育会議で確認・発議済） 

資料１ 



資料１別紙①























 

 

総 合 教 育 会 議 資 料 

平成３１年３月２８日 

教育振興部教育政策課 

 

 

「北区教育ビジョン２０２０」策定に関する保護者アンケート調査の結果について 

 

 

１ 要旨 

「北区教育ビジョン２０２０」策定に向けて実施した「北区教育ビジョン２０２０」

策定に関する保護者アンケート調査の結果について報告する。 

 

２ 調査の概要 

（１）調査対象 

住民基本台帳から無作為抽出した０歳から中学３年生までの子どもを持つ保護

者２，０００人 

（２）調査期間 

平成３０年１０月１日から同月２３日まで 

 

３ 調査の結果 

（１）回収状況 

ア 有効回収数 １，０５５件（前回調査：１，１５６件） 

イ 有効回収率  ５２．９%（前回調査： ５８．３%） 

（２）回答結果 

「「北区教育ビジョン２０２０」策定に関する保護者アンケート調査報告書」の

とおり 

資料１別紙②



総 合 教 育 会 議 資 料 
平成３１年３月２８日 
子 ど も 未 来 部 
子 育 て 施 策 担 当 課 

 
 

 

北区子ども・子育て支援に関するニーズ調査の結果について  

 

 

 

１ 要  旨 

  「 北 区 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 計 画 ２ ０ ２ ０ 」 策 定 に 向 け て 、 平 成 ３ ０ 年  
１０月に実施した子ども・子育て支援に関するニーズ調査の結果について

報告する。  
 

2 調査の内容と回収率 

調査対象 調査期間 
調査 

実施数
有効 

回収数 
有効 

回収率 
前回 

回収率  

１ 就学前の子どもの保護者 

平成３０年 

１０月９日

～31 日 

3,000 1,773 59.1％ 60.7％

２ 
小 学 校 １ 年 生 か ら ６ 年 生
までの子どもの保護者 

1,000 552 55.2％ 62.3％

３ 

世 帯 主 と 子 の み で 構 成 さ
れ て い る 世 帯 の １ ８ 歳 以
下のお子さんの保護者 

1,000 312 31.2％ 46.3％

４ 12 歳～18 歳の区民 1,000 438 43.8％ 48.2％

５ 
25 歳～44 歳の区民 
（新規調査対象） 

1,000 264 26.4％ － 

６ 
妊産婦 
（新規調査対象） 

平成３０年 

１０月２日

～３１日 

463 156 33.7％ － 

※  前回調査は、平成２５年度に実施。 

 

３ 調査結果（別添資料のとおり） 

資料１：平成３０年度 北区子ども・子育て支援に関するニーズ調査報告書 概要版 
資料２：平成３０年度 北区子ども・子育て支援に関するニーズ調査報告書 

 

 

 

 

 

資料１別紙③



他区の大綱策定状況について　　　H31.2調べ

1 2 3 4 5 6

区 千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区

名称 千代田区共育大綱 中央区教育大綱 港区教育大綱 新宿区教育大綱 文京区教育大綱 台東区教育大綱

策定日 H28.3 H28.1 H27.7 H27.11 H27.11 H27.5

現大綱の対象期間 H27年度～H31年度 H27年度～H36年度（港区教育ビジョン）

策定の考え方
千代田区教育ビジョンと同時策定（ビ
ジョンの内容を追認）

中央区教育振興基本計画の内容を充て
る

港区教育ビジョンをもって港区教育大綱
とする

新宿区教育ビジョンの理念を共有
文京区教育振興基本計画の視点を基
本とし、特に区長と教育委員会の連携を
必要とする取組みを追加

教育目標や各教育行政計画の上位に
位置する大方針という位置づけ

キャッチフレーズ等 人が人を育てる 未来を切り拓く力の育成
すべての人の学びを支えつなぎ
生かす

自ら学び、考え、行動できる『生きる力』を育
み、地域の人々とのつながりの中でのびの
びと健やかに育ち、新宿に誇りと愛着を持て
る人として成長し、自立した個人として他者と
ともに次代の社会を担うことができるまちの
実現

個が輝き共に生きる文京の教育 教育は人づくり

基本的方針等

①家庭と地域、学校（園）の共育力を向
上させる
②人権尊重の精神、豊かな人間性、思
いやりの心を育む
③学校（園）を楽しい学びの場にする
④これからの社会を生き抜く力を身につ
ける
⑤伝統文化を尊重し新たな文化を創造
する

① 豊かな心、温かな人間関係を育む教
育の推進
② 個性や能力を伸ばす教育の推進
③ 健康な体づくりの推進
④ 文化・スポーツなどの生涯学習活動
への支援の充実

①「徳」「知」「体」を育む学び
②生き抜く力を育む学び
③生涯を通じた学び
④地域社会で支えあう学び
⑤つながり、伝え、循環する学び

①子どもの育ち・学び・自立を地域ととも
に支えるまちの実現
②子ども一人ひとりの『生きる力』をはぐ
くむ質の高い学校教育の実現
③新宿のまちに学び、家庭や地域ととも
にすすめる教育の実現
④時代の変化に対応した、子どもがいき
いき学ぶ教育環境の実現

①学校教育における知・徳・体のバラン
スのとれた力の育成
②地域ぐるみで子どもの教育に取り組
むための連携・協働
③子どもの学びを保障する教育環境

①温故創新とこころざし
②自己実現と支え合い
③教育に対する信頼と尊敬
④心の豊かさと学びの環境づくり
⑤絆と地域力

7 8 9 10 11 12

区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区

名称 墨田区教育施策大綱 江東区教育施策大綱 品川区教育大綱 目黒区教育に関する大綱 大田区教育大綱
世田谷区教育、学術及び文化の振興に
関する総合的な施策の大綱

策定日 H28.6 H28.2 H28.4 H28.3 H28.2 H27.5(H30.3改訂）

現大綱の対象期間 H28年度～H32年度 H28年度～H32年度 H28年度～H30年度 H28年度～H32年度

策定の考え方
学校教育の分野に重点を置いた教育施
策の基本方針（墨田区基本計画と同時
策定かつ同位）

教育推進プラン・江東（後期）と連動（理
念・将来像を共有）

品川区長期基本計画を踏まえ、各種計
画（教育目標・教育改革プラン・子ども子
育て計画・障害福祉計画　等）と整合

目黒区基本計画を踏まえ、各種計画（学
校教育プラン・生涯学習実施推進計画・
芸術文化振興プラン　等）と整合

おおた教育振興プラン2014を基本として
策定（おおた教育ビジョンを2019より新
たに施行するが、大綱はそのまま）

世田谷区教育ビジョンの内容を充てる
（ビジョンの改訂に合わせて大綱も改
訂）

キャッチフレーズ等
すみだの子どもたちの夢と希望
の実現のために

未来への　扉をひらけ　江東の子
～みんなで育む 生きる力 と つ
ながる心～

共に　育み　つなぐ　教育都市し
ながわ

豊かな人間性をはぐくむ文化の
香り高いまちの実現

家庭・地域学校が連携した生きる
力の形成をめざして

一人ひとりの多様な個性・能力を
伸ばし、社会をたくましく生き抜く
力を、学校・家庭・地域が連携し
てはぐくむ

基本的方針等

①将来、社会で活躍し、地域に貢献でき
る自立した人
②郷土に誇りをもち、異文化とも敬意を
もって積極的に交流できる国際感覚の
ある人

①確かな学力・豊かな人間性・健やかな
体の育成
②安心して通える楽しい学校（園）づくり
の推進
③地域や教育関係機関との連携による
教育力の向上
④教育を支える環境づくり

①就学前教育の充実
②学校教育の充実
③青少年教育の充実
④生涯学習・スポーツの充実
⑤文化芸術の振興

①人権を尊重する教育の推進
②地域ぐるみの教育の振興
③学校教育の振興
④社会教育、スポーツ・レクリエーション
の振興
⑤芸術文化の振興

①「生きる力」を育む教育
②学ぶ楽しさを感じられる魅力ある教育
③一人ひとりに向き合う教育
④家庭や地域と連携・協働する教育

①地域とともに子どもを育てる教育の推
進
②これからの社会を生き抜く力の育成
③生涯を通じた学びの充実

資料２（各区ホームページの掲載情報を基に作成）



13 14 15 16 17 18

区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区

名称 渋谷区教育大綱 中野区教育大綱 杉並区教育大綱 豊島区教育大綱 北区教育大綱 荒川区教育に関する大綱

策定日 H27.11 H29.3 H27.5 H27年度より毎年策定 H27.7 H28.2

現大綱の対象期間 H27年度～H31年度 H28年度～H31年度

策定の考え方 教育目標を参考に策定 基本構想を踏まえて策定 杉並区教育ビジョンをもって大綱とする
豊島区教育ビジョンをもって大綱とす
る。ただし毎年度大綱を策定し、年度ご
とに重点施策を示している。

北区教育ビジョンの内容をもとに策定
荒川区学校教育ビジョン及び荒川区生
涯学習推進計画をもとに策定

キャッチフレーズ等

渋谷区が持つ多様性と可能性を
教育環境の中に活かした先進的
な教育

自らの力で道を切り拓く、進取の気概を持っ
た人。多様な人間性を認め合い、思いやりに
あふれる人。公徳心に富み、社会に役立つ
人。家族、わがまち、そして自らの祖国を愛
する人

共に学び共に支え共に創る杉並
の教育

２０１８「教育都市としま」の高峰
に挑む（H30年度大綱）

「教育先進都市・北区」
まなび、ささえ、つなぐ

未来を拓きたくましく生きる子ども
の育成と学びのまちあらかわの
実現

基本的方針等

①人権尊重の精神と社会貢献の精神の
育成
②学力の向上と個性の伸長を目指す教
育の推進
③信頼される学校づくりと区民の教育参
加の推進
④生涯学習と文化・芸術・スポーツの推
進

①未来を拓く力を育む教育
②多様性を理解し、自他を認め合う社会
を目指す教育
③主体的な健康づくり・スポーツ実践に
結びつく教育
④社会を築く力を育む教育
⑤確固とした価値観を育む教育

①子どもの豊かな人間性を育てる、より
質の高い学校づくり
②家庭・地域・学校のつながりを重視し
た共に支える教育
③地域と共に歩む「新たな公共空間」と
しての教育基盤
④生涯にわたる豊かな学びや文化・ス
ポーツ活動等を通じた、誰もが輝く地域
づくり

（H30年度重点施策）
①子どもの未来を応援する対策
②健やかな心と体の育成
③幼児教育の充実
④国際社会に生きる人材の育成
⑤安全・安心な学校づくり
⑥学校改築及び施設改修
⑦教員の働き方改革

①学校教育の充実
②教育環境の向上
③家庭・地域の教育力向上の支援
④生涯学習の振興
⑤スポーツの推進

①多様性を尊重し夢と志を持てる学校
教育の充実
②学校・家庭・地域が連携した教育力の
向上
③学びのまちあらかわの実現

19 20 21 22 23

区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区

名称 板橋区教育大綱 練馬区教育・子育て大綱 足立区教育大綱 葛飾区教育大綱 江戸川区教育大綱

策定日 H28.1 H28.2 H28.2 H27.12（H30.7改訂） H28.3

現大綱の対象期間 H27年度～H31年度

策定の考え方
基本構想における将来像を踏まえて策
定

「みどりの風吹くまちビジョン」に掲げた
教育と子育ての各分野における施策の
目標や取組の方向性を体系的に整理

区独自の要素を取り入れ、新規に策定 かつしか教育プランを踏まえて策定
基本構想、江戸川区長期計画を基本と
して策定

キャッチフレーズ等
“学びのまち”「教育板橋」実現に
向けて

教育：夢や目標を持ち困難を乗り越える
力を備える子どもたちの育成
子育て：安心して子どもを産み育てら
れ、子どもたちが健やかに成長できる環
境の整備

夢や希望を信じて生き抜く人づく
り
（「夢」という表紙題字を公募）

夢と誇りあるふるさと葛飾（特に
教育大綱のキャッチフレーズとい
うわけではない）

「家庭・地域・学校」の協働による
総合的人間教育

基本的方針等

①これからの社会を生き抜く力の育成
②子どもの学びを保障する教育環境の
確保
③幼児教育の推進
④地域と共に学び合う教育の推進
⑤文化・スポーツの推進

教育：
①教育の質の向上
②家庭や地域と連携した教育の推進
③支援が必要な子どもたちへの取組の
充実
子育て：
①子どもと子育て家庭の支援の充実
②幼児教育・保育サービスの充実
③子どもの居場所と成長環境の充実

育つ：様々な出会いやかかわりを通じ
て、たくましく成長するための素地をつく
る
学ぶ：ともに歩み、磨きあいながら、自身
の道を切り拓く力を培う
支える：自ら学ぶとともに、その経験を社
会に還元する意欲を育てる

貧困の連鎖を断ち切る教育

①学力向上・体力向上
②家庭・地域との協働による教育
③幼保小中高連携教育を推進し、切れ
目のない教育の実現
④生涯にわたる豊かな学びの支援

①家庭教育の充実
②地域での教育活動の実践
③学校教育の充実



大綱の位置づけ（案）

北区基本構想
平成１１年６月策定

教育の目的・理念

教育目標
平成２２年１月

北区教育委員会決定

資料３

基本構想が掲げる将来像の実現

北区基本計画2020
平成３２年３月策定予定

北区教育・子ども大綱
平成３１年１１月策定予定

北区子ども・子育て
支援計画2020

平成３２年３月策定予定

北区教育ビジョン2020
平成３２年３月策定予定

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正（平成27年４月１日施行）に
伴い、教育に関する目標や施策の根本的な方針について、区長が教育委員会と協議し、
大綱を策定することとされました。

区では、子どもに関わる施策を教育委員会が一元的に担っていることから、大綱は教
育と子育ての両分野を対象とし、すべての子どもを視野に入れた総合的な支援を行って
いきます。

大綱は、「北区基本構想」を踏まえ、「北区基本計画」における区政運営の方向性と
常に整合性を図りながら、「北区教育ビジョン2020」及び「北区子ども・子育て支援
計画2020」における施策の目標や取組みの方向性の指針として定めます。

大綱の対象期間はおおむね５年間としますが、教育をめぐる社会情勢の変化などに応
じて必要な見直しを行います。

乳幼児期から青年期まで、成長の過程に応じた
総合的かつ切れ目のない施策の実施



大綱の考え方（案） 

 

教育分野 子育て分野 

理 念 

（教育分野・子育て分野 共通の理念） 

 
「教育先進都市・北区」の教育は、教育基本法に則り、
人間尊重の精神を基調とする。 
地域社会の一員としての自覚のもと、ふるさと北区に誇
りをもち、自らの力で人生を切り拓き、広く国際社会に
貢献することのできる、心身ともに健康で文化的な資質
をもつ人間を育成することを目指す。 

 
 
子どもの笑顔 輝く北区 
家庭や地域の元気が満ちるまち 
 

 

基本方針 

 

施策の柱 

 

基本方針 

 

施策の柱 

（次世代育成支援行動計画）

まなび 
「個の成長」 
自ら学び・考え・行動する 
力の育成 
 
 

ささえ 
「協働と貢献」 
地域を支え社会に貢献する 
人づくり 
 
 

つなぐ 
「継承と循環」 
世代を超えてつながる 
学びの創造 
 
 

学校教育の充実 
“すべて”の 
子育て家庭への支援 
経済力や家族形態、子どもの 
年齢に関係なく、 
妊娠・出産期からの切れ目の 
ない支援を行う 
 
“まちぐるみ”での 
子育て支援 
地域の人々が主体的に 
子育て支援の活動に参加し、 
その力を最大限に発揮でき 
るよう、地域と行政が協働 
する 
 
“子育ち”への支援 
すべての子どもに対し、 
心身の健全な成長と自立に 
向けた支援及び居場所と 
なる環境づくりに取り組む 

家庭の育てる力を支援 

教育環境の向上 
子育て家庭を支援する 
地域づくり 

家庭・地域の教育力 
向上の支援 

未来を担う人づくり 

生涯学習の振興 
特に配慮の必要がある 
子どもと家庭への支援 

スポーツの推進 
安心して子育てと仕事が 
できる環境づくり 

  
○各分野の基本方針及び施策の柱（施策目標）について体系的に整理し、現在検討中である「北区教育 

ビジョン 2020」及び「北区子ども・子育て支援計画 2020」に対する指針とする。 
 

○新たな大綱は、教育・学術及び文化の振興に関することだけでなく、子ども未来部の事業の指針とも 
なるようにする。そのため、両分野に共通する理念を掲げる。 

 
○大綱は北区基本計画と整合性を図るものとしている。昨年 10 月より検討会を設置して議論を進めて 
 きた「北区基本計画 2020」、その検討会答申における考え方も参考としたい。 

資料４ 

北区教育委員会「教育目標」より 「北区子ども・子育て支援計画 2015」基本理念より 

「北区子ども・子育て支援計画 2015」体系より 「北区教育ビジョン 2015」体系より 



 

（参考）北区基本計画改訂に向けた検討会答申における施策の方向性 

 
【「検討にあたって」より】 
 

～「教育先進都市・北区」にふさわしい取組みのさらなる推進です。 

 未来を担う人づくりについては、小中学校の児童・生徒を中心とした、学力、資質・能力の

向上に向けた取組みの推進が重要です。基礎的な知識及び技能の確実な定着はもとより、いじ

めの根絶など豊かな心を育むための取組みや、国際教育、プログラミング教育などを通じた言

語能力や情報活用能力、問題発見能力・問題解決能力の育成など、グローバル社会で活躍でき

る子どもを育てるためのカリキュラムの充実、さらにこれらを実現していくために、学校・家

庭・地域が連携して社会全体の教育力を底上げしていく教育体制を推進することが必要です。

 生涯学習や生涯スポーツについては、あらゆる区民が生涯にわたり、ライフスタイルにあわ

せて学習やスポーツに取り組むことのできる環境を整備し、活動を通したいきがいづくり、健

康増進、地域への貢献へとつなげていくしくみづくりが重要です。～ 

 
 
【施策の方向性における新しい表現・考え方】 
 
○主体的・対話的で深い学びによるこれからの時代を生きる資質・能力の育成 

○プログラミング教育等による、情報活用能力、問題発見・問題解決能力の育成 

○学校や地域の特性にあわせたカリキュラム・マネジメントの確立 

○学校における働き方改革の推進 

○地域と学校が連携・協働して子どもたちの成長を支える「学校を核とした地域づくり」 

（「学校を核とした地域づくり」による、地域や家庭における教育力の向上） 

○リカレント教育を視野に入れた生涯学習の推進 

○区民の学習成果を地域に還元するしくみの構築 
 

 
【「検討にあたって」より】 
 

～子育て世代や将来的な子育てのニーズに対応できる、乳幼児を中心とした子育て施策を推進

するとともに、保育の質と量の向上をめざすほか、小中学校の児童・生徒の確かな学力の向上

に向けた取組みを積極的に進める施策の展開が重要です。 

そのうえで、仕事と家庭生活の両立、就労・復職支援や妊娠・出産・子育ての切れ目ない支

援など、女性の活躍を推進するしくみづくりや、区民の生活を豊かにするための地域産業・商

業の活性化、安全・安心で快適な環境づくりなど、北区で学び、働き、暮らし、育てるための

「子育てファミリー層・若年層の定住化」を幅広く展開する必要があります。～ 

 
 
【施策の方向性における新しい表現・考え方】 
 
○保育の質の向上に向けた保育事業者・保育士への支援 

○貧困等の困難を抱える家庭への多岐に渡った支援 

○児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応のため、児童相談所の設置とあわせ、地域全体で 

子育て家庭を支えるネットワークづくりの推進 

○地域や学校等と連携した、子どもの豊かな体験活動、社会参加の充実 

 
 

 



「教育・子ども大綱」「教育ビジョン２０２０」「子ども・子育て支援計画２０２０」　策定スケジュール　　

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

教育・子ども大綱

総合教育会議

教育ビジョン
２０２０

教育委員会

子ども・子育て
支援計画２０２０

子ども・子育て会議

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

教育・子ども大綱

総合教育会議

教育ビジョン
２０２０

教育委員会

子ども・子育て
支援計画２０２０

子ども・子育て会議

Ｈ32年度（2020）

Ｈ31年度（2019）

企
画
課

教
育
政
策
課
子
育
て
施
策
担
当

議会

Ｈ30年度（2018）

議会

Ｈ31年度（2019）

企
画
課

教
育
政
策
課

子
育
て

施
策
担
当

ニーズ調査

報告書作成

パブコメ

12/10～1/15

パブコメ

素案

報告

素案

報告

計画策定

ﾋﾞｼﾞｮﾝ策定

策定

報告

大綱施行

ﾋﾞｼﾞｮﾝ施行

計画施行

ニーズ調査

報告書作成

調査結果

の報告

大綱改定

調査結果

の報告

調査結果

の報告

調査結果

の報告

有識者・校園長会・ＰＴＡ・青少年委員・私立等懇談会

素案作成

審議

進捗

報告

ＰＣ実施

報告

素案作成

協議②

素案（修正）

協議①

区長の意見

と素案提示

パブコメ

7/10～8/16

素案作成

大綱作成

協議③

PC結果報告

協議④
 

区長策

ＰＣ結果

報告

ＰＣ結果

報告

策定

報告


